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規 則 

 

三 重 県 水 源 地 域 の 保 全 に 関 す る 条 例 施 行 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則 を こ こ に 公 布 し ま す 。 

平 成 二 十 八 年 九 月 二 十 日 

三 重 県 知 事  鈴  木  英  敬 

三 重 県 規 則 第 六 十 九 号  

三 重 県 水 源 地 域 の 保 全 に 関 す る 条 例 施 行 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則 

三 重 県 水 源 地 域 の 保 全 に 関 す る 条 例 施 行 規 則 （ 平 成 二 十 七 年 三 重 県 規 則 第 六 十 一 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正

す る 。  

第 九 条 第 四 項 に 次 の 一 号 を 加 え る 。  

五 公 有 地 の 拡 大 の 推 進 に 関 す る 法 律 （ 昭 和 四 十 七 年 法 律 第 六 十 六 号 ） 第 十 条 第 一 項 に 規 定 す る 土 地 開 発 公 社 

附 則 

こ の 規 則 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。 

 

 

告 示 

 

三重県告示第 605 号 

 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成 17 年法律第 123 号）第 59 条第 1 項の規

定により、次のとおり精神通院医療に係る指定自立支援医療機関を指定しました。 

  平成 28 年 9 月 20 日 

三 重 県 知 事  鈴  木  英  敬   

医療機関の種別 医療機関の名称 所 在 地 指定年月日 

薬局 ウエルシア薬局 松阪川井店 松阪市川井町上大坪 718 平成 28 年 9 月 1 日 

訪問看護 
訪問看護ステーション デュー

ン四日市 

四日市市西浦 1 丁目 10 番 25

号 マインドビル 5 階 
平成 28 年 9 月 1 日 

薬局 川崎薬局 亀山市能褒野町 79-21 平成 28 年 9 月 1 日 

訪問看護 
津地区医師会訪問看護ステーシ

ョン 
津市島崎町 97 番 1 平成 28 年 9 月 1 日 

薬局 たむら薬局 松阪市田村町 444-4 平成 28 年 9 月 1 日 

薬局 くわまち薬局 伊賀市上野桑町 1521-1 平成 28 年 9 月 1 日 

 

三重県告示第 606 号 

港湾法（昭和 25 年法律第 218 号）第 37 条の 11 第 1 項の規定により、次のとおり宇治山田港に放置等禁止区域

を指定します。 

平成 28 年 9 月 20 日 

宇治山田港港湾管理者の長 

三 重 県 知 事  鈴  木  英  敬   

1  指定区域の範囲 

三重県伊勢市神社港地先（一色大橋下流左岸船舶係留施設） 

2  指定に係る図書 

指定の範囲を示す図面については、三重県県土整備部流域管理課及び三重県伊勢建設事務所に備え置いて縦

覧に供し、指定区域周辺に関係文書を掲示します。 

3  適用の日 

平成 28 年 10 月 1 日（土） 
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公 告 

 

測量法（昭和 24 年法律第 188 号）第 39 条において準用する同法第 14 条第 1 項の規定により、次の公共測量を

実施する旨、三重県鈴鹿建設事務所長から通知がありました。 

    平成 28 年 9 月 20 日 

三 重 県 知 事  鈴  木  英  敬   

1   作業種類 

    公共測量（砂防基盤図作成） 

2   作業期間 

    平成 28 年 10 月 1 日から平成 29 年 3 月 2 日まで 

3   作業地域 

    亀山市阿野田町、同市菅内町、同市山下町、同市和賀町、同市楠平尾町、同市安知本町、同市三寺町、同市 

中庄町、同市下庄町、同市木下町、同市天神、同市野村町、同市海本町及び同市新所町 

 

  建築基準法（昭和 25 年法律第 201 号）第 42 条第 1 項第 5 号の規定により、次のとおり道路の位置を指定しま

した。 

 なお、関係図書は、三重県松阪建設事務所に備え置いて縦覧に供します。 

   平成 28 年 9 月 20 日 

三 重 県 知 事  鈴  木  英  敬   

申  請  者 道路幅員及び延長 
指 定 

年 月 日 氏   名 住  所 
道路の位置 道 路 

番 号 

幅 員 

（ｍ） 

延 長

（ｍ）

平成 28 年 

8 月 30 日 

有限会社飛来不動産 

代 表取 締 役  平井 

弘子 

多気郡明和町大字有爾中

1330-1 

多気郡明和町大字佐

田字園山 855-9 
Ａ 6.0 36.50
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